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令和５年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算 （第１号） 

 

  令和５年度甲佐町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

  １，４９４，８２２千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出 

  予算補正」による。 

 

 

令和５年６月９日提出 

令和５年６月１２日議決 

 

                                                                甲佐町長  奥 名 克 美 
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  7 繰入金 158,360 310 158,670

  1 一般会計繰入金 125,360 310 125,670

歳               入               合               計 1,494,512 310 1,494,822

－ 2 －



歳　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  1 総務費 32,128 310 32,438

  1 総務管理費 31,708 310 32,018

歳               出               合               計 1,494,512 310 1,494,822

－ 3 －



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　入） （単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計

  1 国民健康保険税 214,136 0 214,136

  2 使用料及び手数料 100 0 100

  3 国庫支出金 35 0 35

  4 県支出金 1,111,861 0 1,111,861

  5 財産収入 9 0 9

  6 寄附金 1 0 1

  7 繰入金 158,360 310 158,670

  8 繰越金 10,000 0 10,000

  9 諸収入 10 0 10

      歳          入          合          計 1,494,512 310 1,494,822

－ 4 －



（歳　出） （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  1 総務費 32,128 310 32,438 0 0 310 0

  2 保険給付費 1,081,242 0 1,081,242 0 0 0 0

  3 国民健康保険事業費納付金 358,530 0 358,530 0 0 0 0

  4 共同事業拠出金 1 0 1 0 0 0 0

  5 保健事業費 19,301 0 19,301 0 0 0 0

  6 基金積立金 10 0 10 0 0 0 0

  7 諸支出金 1,004 0 1,004 0 0 0 0

  8 予備費 2,296 0 2,296 0 0 0 0

 歳     出     合     計 1,494,512 310 1,494,822 0 0 310 0

－ 5 －

一 般 財 源



２．歳　入

第　7　款　繰入金 第　1　項　一般会計繰入金 （単位　千円）

節

区　　分 金　　額

1 一般会計繰入金 125,360 310 125,670 3 職員給与費等繰入 310

金

　　 　　計 125,360 310 125,670

－ 6 －

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３．歳　出

第　1　款　総務費 第　1　項　総務管理費 （単位　千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 一般管理費 30,946 310 31,256 0 0 310 0 12 委託料 310 共同電算事務処理委託料                          

　　計 31,708 310 32,018 0 0 310 0

－ 7 －

節

一般財源


